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伊賀市における合併処理浄化槽の計画的な整備を促進することにより、生活排水による公

共用水域の水質汚濁防止を図るとともに、公衆衛生の向上および生活環境の保全に資するた

め、合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内において補助金を交付します。 

 

Ⅰ 補助対象地域 

対象区域は、次に掲げる区域を除く伊賀市内です。 

① 公共下水道の事業計画区域（下水道の整備が７年以上見込まれない事業計画区域を除く） 

② 農業集落排水事業の事業採択がなされた区域 

③ 大型合併処理浄化槽（設置後３０年を超え市に廃止の確約をしているものを除く）を利用

して共同処理される住宅団地等の区域 

 

Ⅱ 補助対象者 

補助対象者は、次に掲げるものに該当する方です。 

① 自らが居住する住宅に処理対象人員１０人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする伊賀市に住所

を有する方（法人を除く）または実績報告書の提出時に伊賀市に転入したことを証する住民票の提出を

確約する方（法人を除く） 

② 自らが居住するために、建売の合併処理浄化槽付住宅を購入する伊賀市に住所を有する方（法人を除

く）または実績報告書の提出時に伊賀市に転入したことを証する住民票の提出を確約する方（法人を除

く） 

※ 建売住宅建築業者が、事前に上下水道事業管理者と協議し、補助金の対象とする旨の回答があっ

た合併処理浄化槽付住宅であること（補助対象とする旨の回答があった年度に限り対象） 

③ 店舗または店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する伊賀市に住所を有する方（法人の場合は代表

者）または実績報告書の提出時に伊賀市に転入したことを証する住民票の提出を確約する方（法人の場

合は代表者） 

④ 自らが居住する住宅の排水が市に廃止の確約の届出をした大型合併処理浄化槽に接続されている場

合において、大型合併処理浄化槽の使用を廃止して個別に処理対象人員１０人以下の合併処理浄化槽

を設置する伊賀市に住所を有する方（法人を除く）または実績報告書の提出時に伊賀市に転入したこと

を証する住民票の提出を確約する方（法人を除く） 

 

ただし、次に掲げるものに該当する場合は補助金の対象となりません。 

① 浄化槽法第５条第１項に規定する届出または建築基準法第６条第１項に基づく確認を受け

ずに合併処理浄化槽を設置するとき 

② 補助金の交付申請をした年度の３月１５日（休日の場合は前開庁日）までに、実績報告書

の提出ができないとき 

③ 交付申請書提出時に伊賀市に住所を有しておらず、実績報告書に伊賀市に転入したことを

証す住民票を添付することを確約した方で、伊賀市に転入しないとき 

④ 賃貸を目的とした集合住宅に合併処理浄化槽を設置するとき 

⑤ 別荘に合併処理浄化槽を設置するとき 
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⑥ 建売住宅建築業者 

⑦ 住宅を賃借する方が貸主の承諾を得ないで合併処理浄化槽を設置するとき 

⑧ 設置後３０年を超えない合併処理浄化槽を更新するとき、又は法定点検等未受検といった

適切な維持管理が行われていない設置後３０年を超える合併処理浄化槽を更新するとき 

⑨ 三重県知事の浄化槽工事業者登録を受けた浄化槽工事業者によらず合併処理浄化槽を設置

するとき 

    

Ⅲ 補助金額(限度額) 

補助金の額は予算で定める範囲内において次の①～⑧に掲げる額となります。各費用の額は別表

に定める額を限度とし 1,000 円未満の端数があるときはこの端数を切り捨てた額となります。 

  ① 住宅の単独処理浄化槽を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合で、家屋の建替えを伴わない

とき、次の費用の合計額 

   ア 合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用（流入、放流に係る管渠および桝に係る費

用を除く。以下同じ。） 

   イ 単独処理浄化槽の撤去（既設の単独処理浄化槽本体の清掃および消毒を実施の上、全て掘

り起こし、適切に産業廃棄物処理を行うこと。以下同じ）に要する費用 

   ウ 配管工事（台所、風呂、トイレ、洗面所等から合併処理浄化槽への流入管、桝および合併

処理浄化槽からの処理水を敷地外に排出させるために必要な放流管の設置。以下同じ。）に

要する費用 

  ② 住宅の単独処理浄化槽を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合で、家屋の建替えを伴うとき、

次の費用の合計額 

ア 合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

イ 単独処理浄化槽の撤去に要する費用 

  ③ 住宅のくみ取槽の使用を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合で、家屋の建替えを伴わない

とき、次の費用の合計額 

ア 合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

イ くみ取槽の撤去（既設のくみ取槽本体の清掃および消毒を実施の上、全て掘り起こし、適

切に産業廃棄物処理を行うこと。以下同じ）に要する費用 

   ウ 配管工事に要する費用 

  ④ 住宅のくみ取槽の使用を廃止し合併処理浄化槽を設置する場合で、家屋の建替えを伴うとき、

次の費用の合計額 

ア 合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

イ くみ取槽の撤去に要する費用 

  ⑤ 専用住宅の新築等に伴い合併処理浄化槽を設置する場合または合併処理浄化槽付住宅を取得

する場合、若しくは適切な維持管理が行われている設置後３０年を超える合併処理浄化槽を更

新する場合 

   合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

  ⑥ 既存の店舗または店舗併用住宅の単独処理浄化槽もしくはくみ取槽の使用を廃止し合併処理

浄化槽を設置する場合 
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   合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

  ⑦ 店舗または店舗併用住宅の新築等に伴い、合併処理浄化槽を設置する場合 

   合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

  ⑧ 大型合併処理浄化槽の使用を廃止し個別に合併処理浄化槽を設置する場合 

   合併処理浄化槽の取得および設置に要する費用 

 

 

別表 

区分 

 限度額 

設置する浄化

槽の人員 

浄化槽の取得

および設置に

要する費用 

単独処理浄化

槽の撤去又は

くみ取槽の撤

去に要する費

用 

配管工事に要

する費用 

専
用
住
宅 

単独処理

浄化槽を

廃止し合

併処理浄

化槽を設

置する場

合 

家屋の建替

えを伴わな

いとき 

５人槽 332,000 円 120,000 円 60,000 円 

６～７人槽 414,000 円 120,000 円 60,000 円 

８～10 人槽 548,000 円 120,000 円 60,000 円 

家屋の建替

えを伴うと

き 

５人槽 332,000 円 120,000 円 － 

６～７人槽 414,000 円 120,000 円 － 

８～10 人槽 548,000 円 120,000 円 － 

くみ取槽

を廃止し

合併処理

浄化槽を

設置する

場合 

家屋の建替

えを伴わな

いとき 

５人槽 332,000 円 90,000 円 60,000 円 

６～７人槽 414,000 円 90,000 円 60,000 円 

８～10 人槽 548,000 円 90,000 円 60,000 円 

家屋の建替

えを伴うと

き 

５人槽 332,000 円 90,000 円 － 

６～７人槽 414,000 円 90,000 円 － 

８～10 人槽 548,000 円 90,000 円 － 

・家屋の新築等に伴い

合併処理浄化槽を設置

する場合又は合併処理

浄化槽を更新する場合 

・合併処理雄浄化槽付

住宅を取得する場合 

・住宅団地等において

汚水、雑排水を共同処理

する大型合併処理浄化

槽の使用を廃止し、個別

に合併処理浄化槽を設

置する場合 

５人槽 219,000 円 － － 

６～７人槽 273,000 円 － － 

８～10 人槽 362,000 円 － － 
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店
舗
等 

既存の店舗または店舗

併用住宅の単独処理浄

化槽またはくみ取槽を

廃止し、合併処理浄化槽

を設置する場合 

５人槽 332,000 円 － － 

６～７人槽 414,000 円 － － 

８～10 人槽 548,000 円 － － 

11～20 人槽 939,000 円 － － 

21～30 人槽 1,472,000 円 － － 

31～50 人槽 2,037,000 円 － － 

51 人槽以上 2,326,000 円 － － 

店舗または店舗併用住

宅を新築し、合併処理浄

化槽を設置する場合 

５人槽 219,000 円 － － 

６～７人槽 273,000 円 － － 

８～10 人槽 362,000 円 － － 

11～20 人槽 620,000 円 － － 

21～30 人槽 972,000 円 － － 

31～50 人槽 1,344,000 円 － － 

51 人槽以上 1,535,000 円 － － 

 

撤去費用・・・単独処理浄化槽またはくみ取槽の完全撤去（既設の単独処理浄化槽本体またはくみ

取槽の清掃および消毒を実施の上、全て掘り起こし、適切に産業廃棄物処理を行う）

に要する費用 

※全撤去が不可能の場合は補助の対象となりません。 

配管費用・・・生活排水を合併処理浄化槽に流入させるために必要な管、桝および合併処理浄化槽

の処理水を敷地外に排出させるために必要な管を設置するための工事費用 

 

Ⅳ 転換加算補助金額(限度額) 

令和４年度から令和８年度までの間に限り、単独処理浄化槽またはくみ取槽の使用を廃止し、

合併処理浄化槽を設置する場合、Ⅲの金額に最大 200,000 円を加算します。ただし、Ⅲで算出

した金額と、その算出の基礎となる工事費用の合計額との差額が 200,000 円未満の場合は、そ

の差額を加算します。なお、1,000 円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額となり

ます。 

 

 

  

区 分 転換加算補助金限度額 

単独処理浄化槽またはくみ取槽の使用を廃止

し、合併処理浄化槽を設置する場合 
200,000 円 
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Ⅴ 浄化槽補助金申請に関する注意事項 

○補助金申請について 

・ 申請地が補助対象地域であることを確認してください。 

・ 申請年度の３月１５日（休日の場合は前開庁日）までに実績報告書の提出が可能であることを

確認してから行ってください。 

・ 申請は浄化槽設置工事着工前に余裕をもって行ってください。申請書の受付から交付決定通知

の発送まで１０日前後かかります。工期等をよく打ち合わせし、無理のないスケジュールで補助

金の交付申請を行ってください。工事着工は交付決定後となります。 

・ 工事費内訳書・工事費明細書の内容がわかる見積書を添付してください。 

※ 補助金交付決定前に着工されている場合は補助対象となりません。また、交付決定前に既存

の単独処理浄化槽やくみ取槽の撤去工事を行った場合は、合併処理浄化槽への切替えではなく

新規設置となります。また、申請書受理後に、申請場所の確認等を行うことがあります。 

・ 付近見取図は住宅周辺の状況がわかるようにしてください。(目印となる施設の記載等) 

・ 配置図・平面図には浄化槽の位置のほか、配管経路等についても正確に記載してください。 

・ 新築する家屋に転居予定の場合は、申請時の住所における排水処理状況を記した内容確認書を

提出してください。（市外から転入予定の場合は不要） 

・ 浄化槽設置届出書または浄化槽調書に記載されている浄化槽設置者が複数名の場合は、委任状

が必要となります。 

  

浄化槽の取得および設置に要した費用

単独処理浄化槽またはくみ取槽の撤去に要した費用

⑥

配管工事に要した費用

⑨

①、④、⑦ は実際にかかった補助対象となる工事の費用

②、⑤、⑧ は補助金の額

③、⑥、⑨ は工事費と補助金の差額

③.⑥.⑨の合計金額が200,000円に満たない場合は③.⑥.⑨の合計金額が転換加算補助金
となります。

⑧

①

② ③

④

⑤

⑦
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○補助事業の変更について 

・ 事業内容に変更（配置、機種、浄化槽設備士の変更等）がある場合は、速やかに変更承認申請

を行い、事前に承認を受けてください。 

 

○実績報告書 

・ 事業完了後 1 ヶ月以内または３月１５日（休日の場合は前開庁日）のいずれか早い日までに提

出してください。補助金交付決定の年度内に実績報告書が提出されないと、補助金が受けられな

くなります。 

 ・ 事業完了年月日は、工事が終わり工事費の支払いも全て完了した後の日付になりますので、工

事費領収日・同内訳書等の日付と事業完了年月日との整合をとってください。 

・ 浄化槽設置場所と現住所が相違する場合、実績報告書の申請者の住所は異動後の住所で提出し

てください。 

・ 請求書には、（振込先金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる通帳の写しを添付）

してください。 

 

重要事項 

・ 申請代行するときは申請者に対し、補助金手続きの流れや保守点検、清掃、法定検

査等の適正管理等を必ず説明し、了承を得たうえで手続きを進めてください。 

※ 申請者が内容等を理解せずに補助金を受給することは、補助制度の趣旨や浄化

槽の適正管理等において重大な問題となります。適正な維持管理は補助金受給に

かかる重要な要件であるため、申請手続きにあたっては申請者に十分ご理解いた

だいたうえで進めてください。 

 

 ・ 申請時に放流協議書を添付してください。排水の放流に関してトラブルになった

際、自己責任で対応していただきます。 

 

・ 住宅団地等の大型合併処理浄化槽の使用を廃止し、個別に合併処理浄化槽を設置

する場合は、大型合併処理浄化槽の所有者または管理者の個別合併処理浄化槽設置

承諾書を申請書に添付してください。 

 

・ 補助金申請の受付は先着順です。年度途中であっても予算額に達した場合は、その

時点で受付を終了します。 

 

・ 申請書には工事費内訳書および工事費明細書の内容が確認できる見積書を添付し

てください。 

 

・ 補助金には、国の交付金も含まれているため、会計検査院の検査対象事業となりま

す。従って、実績報告書を受理した後に、現地検査を行います。 
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Ⅵ 補助金の申請から交付までの流れ 

必ず浄化槽工事（単独処理浄化槽・くみ取槽の撤去工事を含む）

の着工前に申請してください。 

添 付 書 類 

①登録浄化槽管理表（Ｃ票） 

②全国浄化槽推進市町村協議会発行の登録証 

③見積書の写し（工事費内訳書・工事費明細書の内容が確認できるもの） 

④工事費内訳書・工事費明細書（見積書と整合がとれていること） 

⑤浄化槽設備士免状の写し 

⑥市税完納証明書（法人の場合は法人および代表者） 

 ※市外に住所を有する者は、実績報告書提出時に伊賀市に住所を有す

ることを証する住民票を提出することを確約する申出書 

⑦委任状（浄化槽調書または浄化槽設置届出書に記載の浄化槽設置者が

複数名であり代表者が申請をする場合） 

⑧住宅等を借りており、借家に浄化槽を設置する場合、貸主の浄化槽設

置承諾書 

⑨同意書 

⑩建築確認済みの浄化槽調書の写し、または審査期間を経過した浄化槽

設置届出書の写し（浄化槽の認定書類を含む） 

⑪設置場所の案内図および配置図（⑩に添付されたもの） 

⑫法定検査受付書の写し（７条検査） 

⑬継続受験依頼書の写し（１１条検査） 

⑭協議書（設置地域の自治会長、水利管理者等と浄化槽設置について前

に協議があったことが確認できる書面） 

⑮大型合併処理浄化槽の使用を廃止し、個別に浄化槽を設置する場合、 

 大型合併処理浄化槽の所有者または管理者の個別浄化槽設置承諾書 

⑯新築の場合は、申請書提出時における居住地の汚水処理状況を記載し

た内容確認書（市外から転入予定の場合は不要） 

⑰更新の場合は、既存合併処理浄化槽の設置時期が確認できる書類 

            ※ 補助金交付決定通知書は申請者宛てに発送します。 

  

 

 

 

※ 浄化槽メーカーの施工要領書等に基づいて施工してください。 

※ 工事現場の施工状況を確認することがあります。 

 

  

補助金交付申請書

の提出 

補助金交付決定通

知書受理  

変更承認申請書（申請内容に変更が生じたときに必要です） 

 

工事着工 
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○：必要  △：場合によって必要  -：不要 

〈見積書の写しおよび工事費用領収書の写しに添付する工事費内訳書・工事費明細書について〉 

  次の項目を明記して内訳書・明細書を作成してください。（次頁記載例参照） 

① 【浄化槽本体設置の工事費用】浄化槽本体費、掘削工事費、基礎工事費、据付工事費、水張

り・埋め戻し工事費、上部スラブ工事費等、浄化槽本体設置に係る工事費 

② 【単独処理浄化槽またはくみ取便槽の撤去にかかる費用】撤去・埋め戻し費、清掃・消毒費、

産業廃棄物処分費等、撤去工事にかかる費用 

③ 【配管工事費用】部材費、流入管、放流管、桝設置工事にかかる費用 

  ※ 工事費明細書の内容が確認できる見積書を添付してください。 

事業完了後（工事費用の支払いを含む）1 ヶ月または３月１５日（休日

の場合は前開庁日）までのいずれか早い日までに提出してください。 

新
築
等 

単

 →

合 

汲→

合 

添 付 書 類 

〇 〇 〇 ①浄化槽設備士によるチェックリスト 

〇 〇 〇 ②浄化槽工事に係る領収書の写し 

〇 〇 〇 ③工事費内訳書・工事費明細書 

〇 〇 〇 
④浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との維持

管理業務委託契約書の写し 

○ ○ ○ 

⑤浄化槽設置工事の状況を示す写真（工事写真台帳） 

・浄化槽設備士が実地に監督していることを証す写真 

・基礎工事の状況を示す写真 

・浄化槽本体の写真 

・据付工事の状況を示す写真 

・かさ上げの状況を示す写真 

・上部スラブ工事を示す写真 

・ブロワ設置状況を示す写真 

- ○ ○ 
⑥単独処理浄化槽またはくみ取槽の廃止工事の状況を

示す写真（工事写真台帳） 

- ○ ○ ⑦配管工事の状況を示す写真（工事写真台帳） 

- ○ - ⑧浄化槽使用廃止届出書の写し 

- 〇 〇 ⑨産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し 

- 〇 〇 
⑩単独処理浄化槽又はくみ取槽の清掃実施が確認でき

る書類 

△ △ △ 
⑪住民票（申請書提出時に伊賀市外に住所を有してい

た場合） 

〇 〇 〇 
請求書（振込先金融機関名、支店名、口座名義、口座

番号がわかる通帳の写しを添付） 

実績報告書提出 

補助金交付額の

確定 

補助金の請求 

※請求者と補助金の

受取口座名義が異な

る場合は、補助金受

取委任状を提出して

ください。 

補助金の支払い 

現地確認 
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別紙３ 

工事費内訳書 

 工事の種類 金 額 備 考 

補
助
対
象
事
業 

浄化槽設置工事 ●●●● 

浄化槽本体費用、設置工事費用（付帯設備費（送風機、
ポンプ等の最低限の機器類）を含む） 

 

※浄化槽設置工事費明細書を添付 

諸経費 〇〇〇〇  

小計（税込）ａ 〇〇〇〇  

単独処理浄化槽またはくみ取槽撤去 

工事 
▲▲▲▲ 

既設の単独処理浄化槽又はくみ取槽を撤去する場合で、
清掃・消毒費及び処分費を含む 
 

※単独処理浄化槽・くみ取槽撤去費明細書を添付 

諸経費 △△△△  

小計（税込）ｂ △△△△  

配管工事 ■■■■ 

転換の場合で浄化槽への流入管、桝及び浄化槽からの放
流管の部材及び設置工事費 
 

※配管工事費明細書を添付 

諸経費 □□□□  

小計（税込）ｃ □□□□  

補助対象事業費計 ｄ（ａ+ｂ+ｃ） ××××  

補
助
対
象
以
外 

書類作成費用 〇〇〇〇  

申請手続費用 △△△△  

洋式トイレ □□□□  

   

   

   

補助対象以外事業費計（税込） ｅ ××××  

工事費計 ｆ （ｄ+ｅ） ×××× 見積書（領収書）の金額と一致すること 

申請者確認 

  〇〇年〇〇月〇〇日 

 

住 所  伊賀市〇〇〇〇町 〇〇〇 

氏 名  〇〇 〇〇 

施工業者 

〇〇年〇〇月〇〇日 

 

施工業者名  〇〇〇〇〇 

代 表 者 名  〇〇 〇〇 

電   話   〇〇〇〇（ 〇〇 ）〇〇〇〇 

※各工事費明細書の内容が確認できる見積書を添付してください。 

  

記載例 
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浄化槽設置工事費明細書 

工種 形状寸法 数量 単位 単価 金額 備考 

浄化槽本体 〇〇－〇〇 １ 基 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

掘削工事  １ 式 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

基礎工事  １ 式 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

据付工事  １ 式 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

水張り・埋め戻し
工事 

 １ 式 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

上部スラブ工事  １ 式 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

ブロワ設置工事  １ 式 〇〇〇〇 〇〇〇〇  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合計     ●●●● 
工事費内訳書の浄化
槽設置工事金額と一
致すること 

見積書で内容が確認できること。 

  

記載例 
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単独処理浄化槽・くみ取槽撤去工事費明細書 

工種 形状寸法 数量 単位 単価 金額 備考 

スラブ破砕工事  １ 式 △△△△ △△△△  

掘削工事  １ 式 △△△△ △△△△  

撤去工事  １ 式 △△△△ △△△△  

清掃・消毒費  １ 式 △△△△ △△△△  

運搬・処分費  １ 式 △△△△ △△△△  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合計     ▲▲▲▲ 

工事費内訳書の単独
処理浄化槽またはく
み取槽撤去工事金額
と一致すること 

見積書で内容が確認できること。 

  

記載例 
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配管工事費明細書 

工種 形状寸法 数量 単位 単価 金額 備考 

流入管設置工事  １ 式 □□□□ □□□□  

放流管設置工事  １ 式 □□□□ □□□□  

塩ビインバート桝  □ 組 □□□□ □□□□  

塩ビ管 VUΦ75 □□ ｍ □□□□ □□□□  

塩ビ管 VUΦ100 □□ ｍ □□□□ □□□□  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合計     ■■■■ 
工事費内訳書の配管
工事金額と一致する
こと 

見積書で内容が確認できること。 

記載例 
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Ⅶ 浄化槽設置工事の工程写真 

 ※ 工事の安全管理上、工事関係者は必ずヘルメットを着用してください。 

工程別写真 写真例 撮影のポイント 

【写真 1】浄化槽設備

士が実地に監督して

いることを証する写

真 

 

・浄化槽設備士が実地作業に

当たっていること 

・浄化槽設備士が正面を向

き、標識看板を掲げて、周

辺状況がわかるように撮影

すること 

【写真 2】基礎工事の

状況を示す写真 

 

（写真 2-1）栗石地業

および突き固めの写真 

 

・突き固めの写真は、締め固

め作業に使ったつき棒やラ

ンマー等の突き固めに使用

した道具も撮影すること 

 

（写真 2-2）基礎コン

クリートの配筋状況を

示す写真 

 

 

・配筋の状況が確認できるこ

と 

 

（写真 2-3）基礎コン

クリートの設置状況を

示す写真 

 

 

・コンクリートの打設厚がわ

かるようスケールとともに

撮影すること 

 ※PC板を使用する場合、

工事に使用したPC板の厚

みがわかるようスケールと

ともに撮影すること 
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【写真 3】浄化槽本体

の写真 

 

 

・埋設前に申請どおりのメー

カー・形式・人槽であるこ

とか分かるように、浄化槽

本体の全体を撮影すること 

【写真 4】据付工事の

状況を示す写真 

（写真 4-1）水張りの

状況を示す写真 

 

 

・埋め戻しの前に水張りを行

っているか確認できるよう

に撮影すること 

 

（写真 4-2）埋め戻し

作業の状況を示す写真 

 

・水張りを行い、本体の水平

を確認しつつ埋め戻しの作

業を実際に作業員が行って

いることが分かるよう撮影

すること(水をまいている

場面等)。 

【写真 5】上部スラブ

工事を示す写真 

（写真 5-1）上部スラ

ブコンクリートの配筋

状況を示す写真 

 

 

・スラブ配筋の写真は特に重

要であるため確実に写真撮

影し、実績報告書に添付す

ること 

・スラブ配筋には、鉄筋のか

ぶりを保つようスペーサー

を設置すること 
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（写真 5-2）上部スラ

ブコンクリート状況を

示す写真 

 

 

・コンクリートの深さがわか

るスケールとともに撮影す

ること 

 

【写真 6】かさ上げの

状況を示す写真 

 

 

・バルブ上端からマンホール

蓋までの距離が分かるよう

に、スケールを当て、保守

点検時に確実に手が届く様

かさ上げ高さがおおむね

30 ㎝以内であることが確

認できる状態を撮影するこ

と 

 

【写真 7】ブロワ設置

状況を示す写真   

 

 

・ブロワ、屋外用コンセント、

アース工事および送気管と

ブロワ本体の接続状況がは

っきりと確認できるように

撮影すること 

 

【写真 8】工事完了の

写真 

 

 

・残土の処分や工事の後片付

け等、工事が終了している

状況が確認できるように撮

影すること 
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転換の状況を示す写真（単独処理浄化槽またはくみ取便槽からの転換の場合に添付） 

工程別写真 写真例 撮影のポイント 

【写真 1】工事前の設

置状況を示す写真 

 

・単独処理浄化槽の上部スラ

ブやくみ取便槽のマンホー

ル等の状況 

【写真 2】解体または

掘り起こし作業の状況

を示す写真 

 

 

・掘削して取り出している状

況が確認できるもの（取り

出した浄化槽については、

原型をとどめているかどう

かは問わない） 

【写真 3】完全撤去さ

れたことを示す写真 

 

・埋設されていたところに、

何も残っていない状況が確

認できるもの（周辺状況が

わかるよう撮影すること） 
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・着工前の写真と対比できる

ように周辺状況がわかるよ

うに撮影すること 

【写真 4】配管工事

の状況を示す写真 

 

・台所、風呂、トイレ等から浄

化槽へ流入する配管および

浄化槽から放流する配管の

施工状況が確認できること 

・敷地内の桝の設置状況が確

認できること 

 

Ⅷ Q&A 

Q１．家屋を取り壊して同一敷地内に新築する場合は補助金の対象になりますか？ 

A１．既存家屋で単独処理浄化槽やくみ取槽を使用していた場合、補助金の対象です。既存家

屋で合併処理浄化槽を使用していた場合は、補助金の対象外となります。 

 

Q２．老朽化した既設の合併処理浄化槽を新しいものに入れ替えます。補助金の対象となりま

すか？ 

A２．設置後３０年を超える老朽化した合併処理浄化槽の入れ替えは補助金の対象となります。 

  但し、法定点検等未受検といった適切な維持管理が行われていない合併処理浄化槽の入

れ替えは、補助金の対象外となります。 

 

Q３．実績報告書は年度をまたいで提出してもいいですか？ 

A３．補助金申請した年度の３月１５日（休日の場合は前開庁日）までに実績報告書を提出し

てください。 

 

Q４．母屋と離れにそれぞれ単独処理浄化槽が設置されています。合併処理浄化槽を 1 基設置

して母屋と離れ両方の排水を全て処理する予定ですが、単独処理浄化槽は２基撤去する

ので、２基分の撤去費用が補助されるのですか？ 

A４．合併処理浄化槽 1 基の設置に対して２基以上の単独処理浄化槽を撤去した場合でも、撤

去費用は１基分（上限 120,000 円）となります。 
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Q５．単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えを考えていますが、諸事情により単独

処理浄化槽の一部が撤去できない場合、撤去費用は補助されますか？           

A５．単独処理浄化槽を完全撤去しない場合、撤去費用は補助対象となりません。くみ取槽に

おいても同様となります。 

 

Q６．現在居住している家屋に合併処理浄化槽を設置する予定ですが、建物の延べ床面積から

処理対象人員を算定したところ７人槽の合併処理浄化槽が必要です。しかし、将来増築

を計画しているため１０人槽の合併処理浄化槽を設置しようと考えています。補助金は

１０人槽設置の金額となりますか？ 

A６．補助金額は、合併処理浄化槽の人員算定基準に基づき算定された処理対象人員に応じた

額となりますので、将来の増築を見据え１０人槽を設置されても、補助金は７人槽の金

額となります。 

 

Q７．伊賀市内に住宅を新築し、転入を予定しています。伊賀市外に住んでいても補助金の対

象となりますか？ 

A７．伊賀市に住所を有する方が補助の対象です。ただし、転入予定の方で補助金交付申請書

の添付書類として、実績報告書提出時に伊賀市に転入したことを証する住民票を提出す

ることを確約する申出書を提出することで補助の対象となります。また、伊賀市に転入

せず住民票を提出できない場合には、補助金申請されていても補助を受けることはでき

ません。 

 

Q８．空き家となった実家を取り壊して更地とするため、埋設されていた単独処理浄化槽を撤

去します。単独処理浄化槽の撤去費用は補助金の対象となりますか？ 

A８．単独処理浄化槽の撤去費用は、合併処理浄化槽の設置に伴うものでなければ補助金の対

象となりません。 

 

Q９．建物の延べ床面積の２分の１以上が住居部分の店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置し

ます。補助金の対象になりますか？ 

A９．設置する合併処理浄化槽の処理対象人員が１０人以下の場合、別表の専用住宅の区分で

補助金の対象となります。また、設置する合併処理浄化槽の処理対象人員が１０人を超

える場合は、別表の店舗等の区分で補助金の対象となります。 

 

Q10．住宅団地の集中浄化槽が改築等していた場合、経過年数はどのように数えますか？ 

A10．住宅団地の集中浄化槽を設置後に改築等をしている場合、当初に施設が設置された時期

から経過年数を算定します。 

 


